
1.法定休日の定義
　法定休日については、労働基準法（以下、労基
法）35条 1 項において「使用者は、労働者に対し
て、毎週少くとも 1回の休日を与えなければなら
ない」と定め、同条 2項では「前項の規定は、 4
週間を通じ 4日以上の休日を与える使用者につい
ては適用しない」と定めています。本条における
「休日」とは、いわゆる法定休日を指しています
が、本条 1項における週 1回の休日が原則的な取
り扱いであり、本条 2項における 4週 4休は例外
的なものとされています。
　なお、休日は、交替制勤務や旅館業の例外を除
き、 0時から24時までの暦日として考えなければ
ならず（昭23. 4. 5　基発535）、単に連続24時間と
して取り扱うことはできません。そのため、前日
の勤務が翌日の法定休日の 0時を超えた場合、法
定休日を取得していることにはなりません。
　また、労基法35条は、必ずしも法定休日を特定
することを要件としていないため、具体的に一定
の日を法定休日と定める方法を規定しなくとも労
基法35条違反にはなりません。ただし、特定す
ることが「法の趣旨に沿う」ものであることは

理解しておきましょう（昭23. 5. 5　基発682、昭
63. 3.14　基発150・婦発47）。

2.割増率の適用
　労基法37条 1 項および政令では、休憩時間を除
き 1日について 8時間、および 1週間について40
時間を超えて労働させた場合（ただし、変形労働
時間制等による場合を除く）には、通常の労働時
間の賃金の計算額の 2 割 5 分以上の割増率を定
め、法定休日に労働した場合には、 3割 5分以上
の割増率を定めています。
　労働時間が 2暦日にまたがる勤務は、勤務の開
始時刻が属する日の勤務として取り扱いますが、
法定休日における割増賃金は、あくまで 0時から
24時までの暦日で判断するため、法定休日の24時
以降の労働については法定休日の割増賃金は適用
されません。なお、労基法37条 4 項では、22時か
ら 5時までの間における深夜労働をさせた場合は、
2割 5分以上の割増率を定めています。
　したがって、 1日 8時間、および 1週40時間を
超過したときのいわゆる時間外割増と、法定休日
割増が重複することはなく、いずれか一方が適用
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されることになります。深夜割増については、22
時から 5時の間に労働が発生していれば、時間外
割増および法定休日割増のいずれにも加算する必
要がある点には注意が必要です。

3.ご質問のケース
　ご質問のケースにおける割増率は、［図表］のよう
になります。日曜日（法定休日）の20〜24時までの
3時間（途中 1時間の休憩を取得したものとして考
えます）は法定休日労働となり、3割 5分以上の割
増率が適用されます。月曜日（所定労働日）の0〜
10時の労働ですが、 2暦日にまたがる勤務につい
ては勤務の開始時刻が属する日の勤務として取り扱
うため、月曜日の始業時刻までの9時間については
日曜日の勤務となります。したがって、0〜 8時ま
では、法定休日割増（ 3割 5 分以上）を要する時
間を除き、1日 8時間以内の労働に該当するため、
割増賃金は不要となります（ただし、結果的に週40
時間を超過した場合には時間外割増が必要）。 8〜
9時までの 1時間は 1日 8時間超過による時間外
割増により2割 5分以上の割増率が適用されます。
なお、22〜 5 時までの深夜労働に対して 2割 5 分
以上の割増率を加算する点は、既述のとおりです。

4.その他の留意点
　法定休日に労働をさせる場合は、「時間外労
働・休日労働に関する協定（36協定）」の締結が
必要となります。法定休日に関する協定事項は、
主に、「労働させることができる休日」「始業及び
終業の時刻」があり、この項目には、それぞれ 1
カ月の間に労働させることができる法定休日の回
数、法定休日労働を可能とする時間帯を記載し
ます。仮に「 1 カ月に 1 回、始業 9：00〜終業
18：00」と記載した36協定を締結している場合
に、 9：00〜18：00の範囲を超える休日労働が生
じると労基法35条違反となります。記載している
回数または時間帯を超える休日労働が発生する可
能性があるのであれば、協定の締結の際は、なる
べく余裕をもった締結内容としておく必要がある
でしょう。なお、「始業及び終業の時刻」につい
ては、単に、休日労働させることのできる時間数
の限度という記載により協定することでも差し支
えないとされています（厚生労働省労働基準局編
『平成22年 労働基準法・上』労働法コンメンター
ル③［労務行政］477ページ）。

図表  �日曜日（法定休日）の20時に開始した勤務が月曜日（所定労働日）の10時まで及んだ場合の割増率

日曜日（法定休日） 月曜日（所定労働日）

20〜22時 22〜24時 0 〜 5 時 5 〜 8 時 8 〜 9 時 9〜10時

割　　増　　率 35％ 60％ 25％ 0 ％ 25％ －

内
　
　
　
訳

時間外割増
（25％） － － △（※） △（※） ○ －

法定休日割増
（35％） ○ ○ － － － －

深 夜 割 増
（25％） － ○ ○ － － －

時　　間　　数 2時間
1時間

（休憩を 1 時間
取得したとする）

5時間 3時間 1時間 1時間

①�0 〜 8 時：日曜日（法定休日）の勤務として取り扱うが、35％の割増率の適用を受ける時間を除く労働時間が 8時間以内であ
るため、時間外割増は不要。ただし、実労働時間が法定の週40時間を超過した場合には25％の時間外割増が必要。なお、 0〜
5時までは深夜割増が必要

②�8 〜 9 時：上記①と同じく日曜日（法定休日）の勤務として取り扱い、 8時間を超える部分は時間外割増が必要
③�9 〜10時：もともと労働時間であったことから所定労働時間の勤務として取り扱い、時間外割増は不要
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